
■次期計画案作成に係る方針等について
令和５年度第１回ちがさき自転車プラン推進委員会

令和５年９月１１日 資料１

１．第２次ちがさき自転車プラン(現行計画)とは

策定の背景

• 環境にやさしく健康的で機動性が高い自転車は、近年都市におけるさらなる利用促進が期待されている。

• 茅ヶ崎市は、地理的な条件などから、自転車利用が多いまちである。手軽に利用できる交通手段として自転車は広く市民の皆様に親しま
れている。

• 茅ヶ崎市の自転車の利用実態は、茅ヶ崎市の自転車利用割合は21.8％であり、神奈川県全域の自転車利用割合10.4％と比較すると約10ポ
イント程度高く、神奈川県内の他の市町村と比較すると、茅ヶ崎市が最も高くなっている。

• また、移動目的は、「帰宅」目的を除くと「通勤」、「通学」目的といった定常的な移動に限らず、買い物や通院などの際に利用する
「私事」目的の割合が33.1％と最も多いことからも、市民にとって生活の中で欠かすことのできない移動手段となっている。

• このような背景から、茅ヶ崎市では、平成14年３月に策定した『茅ヶ崎市総合交通プラン』の「ひとを中心に考え、徒歩・自転車・公共
交通を主体としたバランスのある交通体系の構築」の基本方針に基づき、平成16年３月に第一次となる『ちがさき自転車プラン』、平成
26年４月に『第２次ちがさき自転車プラン』を策定し、様々な取り組みや事業を推進してきた。

市町村 鉄道 バス 自動車 二輪車 自転車 徒歩 順位

茅ヶ崎市 21.0% 2.3% 27.2% 2.6% 21.8% 25.0% 1位

相模原市 22.0% 2.2% 32.3% 1.8% 16.5% 25.2% 2位

平塚市 15.1% 5.0% 39.0% 2.7% 16.2% 22.0% 3位

寒川町 13.1% 0.3% 50.4% 2.7% 15.6% 17.8% 4位

大和市 26.6% 0.8% 30.2% 1.5% 15.0% 25.9% 5位

藤沢市 27.8% 3.4% 26.2% 2.4% 14.4% 25.9% 6位

座間市 20.0% 1.7% 34.2% 2.5% 14.1% 27.5% 7位

川崎市 39.0% 4.5% 13.8% 1.5% 14.1% 27.1% 8位

大磯町 16.6% 1.9% 42.3% 3.4% 11.6% 24.2% 9位

小田原市 18.3% 1.5% 47.1% 1.5% 10.3% 21.2% 10位

図 県内の市町村別利用割合（自転車利用割合上位10市町）

(出典)第６回東京都市圏パーソントリップ調査結果
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図 これまでの『ちがさき自転車プラン』（表紙）
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１．第２次ちがさき自転車プラン(現行計画)とは

• 本プランは、「茅ヶ崎市総合交通プラン」の個別計画
とし、計画期間は平成26年度から概ね10年間とした計
画であり、全ての人と環境にやさしい自転車のまちを
めざし、その将来像や将来像を実現するために取り組
むべきこと、取り組みの方法を具体的に示している。

• 「人と環境にやさしい 自転車のまち茅ヶ崎」を将来
都市像の目標とするとともに、将来都市像を実現する
ためのまちづくりの方向性として、「おもいやりの人
づくり」「風を感じる空間づくり」「暮らしを楽しむ
仕組みづくり」を位置付け、各種取組を総合的に展開
していくこととしている。

• まちづくりの方向性、取り組み内容、プラン推進の目
安となる指標等は、次頁に示す通りである。

図 「第２次ちがさき自転車プラン」の位置付け

(出典)現行計画p5
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将来都市像等、プランの概要
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１．第２次ちがさき自転車プラン(現行計画)とは

3

主要な取り組み

国
・
県
市

事
業
者

市
民取り組み内容まちづくりの方向性

人
・
自
転
車
を
優
先
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
よ
る
生
活
の
質
の
向
上

すき間のない交通安全教育の実施
●●●

（重点）自転車利用
ルールの周知徹底

おもいやりの人づくり
（自転車の利用ルール
の周知徹底）

地域、関係団体との協働による啓発活動

段階的かつ体系的で、地域・学校の環境に応じた

自転車交通安全教育の推進
●●●

（重点）他者への
“おもいやり”精神
の醸成

市民が問題意識に気づき、考え、正しい行動を自

発的にとるような啓発活動

自動車ドライバーへの自転車の車道走行などに関

する啓発活動
●●●

（重点）自動車ドラ
イバーへの啓発

自転車ネットワーク計画づくり

●
（重点）自転車走行
空間の整備

風を感じる空間づくり
（自転車の走行空間・
駐輪場の確保）

自転車専用レーンや法定外路面標示を活用した自

転車走行空間の確保

既存道路の整備・改善（道路空間の再配分）

自動車走行速度の抑制

利用しやすい駐輪場の整備・運営●●
利用しやすい駐輪場
の確保

自転車放置禁止区域の見直し・啓発活動●放置自転車の解消

レンタサイクルシステムの促進●●
自転車をシェアする
るシステムの検討・
実施

暮らしを楽しむ仕組み
づくり
（自転車の有効活用・
利用促進）

健康づくりに着目した自転車利用促進●●●
自転車利用による健
康づくり

ホームページやイベントでの情報発信、看板設置

●●●
（重点）「自転車の
まち 茅ヶ崎」のPR

（仮称）サイクルステーション設置の検討

自転車を活用したライフスタイルの提案による自

転車利用促進など

ブランドマークの創出による一体的な取り組みの

推進

公共交通との乗り継ぎ利便性の向上
●●

公共交通機関との連
携 公共交通機関への自転車の持ち込みの普及

目標値
R5年度

目標値
H30年度

現状値
H25年度

まちづくりの
方向性ごとの

指標

19,000人18,000人16,992人
【実施】交通安
全教室受講者数

250件280件313件
【成果】全交通
人身事故のうち
自転車事故件数

30km15km1.5km
【実施】法定外
路面標示などの
整備延長

35％30％22％
【成果】自転車
の走りやすさに
関する満足度

35％30％22％

【成果】自転車
が走行しやすい
道路の整備に関
する満足度

2回以上2回以上－

【実施】自転車
の有効活用・利
用促進施策の取
り組み回数

20％15％8％

【成果】「健康
増進・体力づく
り」での利用割
合

35％30％24％
【 成 果 】 「 趣
味・レジャー」
での利用割合

【将来都市像】：人と環境にやさしい 自転車のまち 茅ヶ崎
～人を思い 風を感じ 暮らしを楽しみ 人・自転車を優先するまち～

目標値
R5年度

目標値
H30年度

現状値
H25年度

総合指標

50％40％33％

「市内を自転車
で移動する際の
満足度」を高め
る

80％60％29％

「原則車道を走
行する（歩道は
例外）」を遵守
している割合
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ここ近年の取組内容（平成30年度の中間評価以降）

１．第２次ちがさき自転車プラン(現行計画)とは

取組内容
次頁に一部事業を掲載

主要な取り組み

国
・
県
市

事
業
者

市
民取り組み内容まちづくりの方向性

人
・
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転
車
を
優
先
し
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ま
ち
づ
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り
に
よ
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の
質
の
向
上

• 交通安全教室の実施【令和元年度：松林小、令和３

年度：茅ヶ崎小、令和４年度：小出小】

• 自転車ルール講習会の実施【令和元年度：松林小】

• 自転車止まれステッカー大作戦実施【令和元年度：

松林小、令和３年度：茅ヶ崎小、令和４年度：小出

小】

すき間のない交通安全教育の実施
●●●

（重点）自転車利用
ルールの周知徹底

おもいやりの人づくり
（自転車の利用ルール
の周知徹底）

地域、関係団体との協働による啓発活動

段階的かつ体系的で、地域・学校の環境に応じた

自転車交通安全教育の推進
●●●

（重点）他者への
“おもいやり”精神
の醸成

市民が問題意識に気づき、考え、正しい行動を自

発的にとるような啓発活動

自動車ドライバーへの自転車の車道走行などに関

する啓発活動
●●●

（重点）自動車ドラ
イバーへの啓発

• 細街路の交差点での自転車走行空間整備社会実験実

施【令和元年度】

• 自転車走行空間整備（自転車レーン整備）【令和２

年度、令和３年度】

• 細街路の交差点での自転車走行空間整備の検討（人

感センサーライトを用いた交差点内の注意喚起に関

する社会実験）【令和４年度】 等

自転車ネットワーク計画づくり

●
（重点）自転車走行
空間の整備

風を感じる空間づくり
（自転車の走行空間・
駐輪場の確保）

自転車専用レーンや法定外路面標示を活用した自

転車走行空間の確保

既存道路の整備・改善（道路空間の再配分）

自動車走行速度の抑制

利用しやすい駐輪場の整備・運営●●
利用しやすい駐輪場
の確保

自転車放置禁止区域の見直し・啓発活動●放置自転車の解消

• 湘南地域シェアサイクル広域周遊観光実証実験事業

実施【令和元年度】

• 市職員を対象とした自転車通勤の推進事業【令和元

年度】

• ちがさきヴェロフェスティバル（自転車祭）開催

【令和元年度、令和４年度】

• 自転車による健康増進体感プロジェクト【令和２年

度、令和３年度】

• 高齢者向け電動アシスト自転車貸出事業【令和２年

度、令和３年度、令和４年度】 等

レンタサイクルシステムの促進●●
自転車をシェアする
るシステムの検討・
実施

暮らしを楽しむ仕組み
づくり
（自転車の有効活用・
利用促進）

健康づくりに着目した自転車利用促進●●●
自転車利用による健
康づくり

ホームページやイベントでの情報発信、看板設置

●●●
（重点）「自転車の
まち 茅ヶ崎」のPR

（仮称）サイクルステーション設置の検討

自転車を活用したライフスタイルの提案による自

転車利用促進など

ブランドマークの創出による一体的な取り組みの

推進

公共交通との乗り継ぎ利便性の向上
●●

公共交通機関との連
携 公共交通機関への自転車の持ち込みの普及

4



■次期計画案作成に係る方針等について

ここ近年の取組内容（平成30年度の中間評価以降）

１．第２次ちがさき自転車プラン(現行計画)とは

ちがさきヴェロフェスティバル（自転車祭）高齢者向け電動アシスト自転車貸出事業自転車止まれステッカー大作戦

• 市では、暮らしを楽しむ仕組みづくりとして自

転車のまち茅ヶ崎のＰＲを実施しています。

• ちがさきヴェロフェスティバル（自転車祭）は

この取組みの一環として実施するもので、自転

車レースや交通安全教室など、様々な自転車に

関するイベントを通して、市民が自転車と触れ

合うきっかけを提供し、自転車の活用を推進し

ています。

• 令和２、３年度は新型コロナウイルス感染症対

策のため開催を見送っており、令和４年度は３

年ぶりに開催しました。

• 令和２年度～令和４年度に、高齢者に対して電

動アシスト自転車の貸出を行いました。この取

組みは、車両の貸出期間中に電動アシスト自転

車を積極的に利用いただくことで、車に頼らな

い生活や電動アシスト自転車の効果を体感して

もらい、自動車から電動アシスト自転車への転

換を促し、高齢者の移動手段の確保及び健康寿

命の延伸を図ることを目的としています。

• 令和2年度～令和４年度で希望者123名に対して

貸出しを行いました。

• 子どもが自ら気づいた危険な交差点に、自らが

デザインしたステッカーを地域の大人の方々と

協力して設置することで、自転車の安全な利用

を訴え、自転車の交通事故の減少を目指し実施

しています。

• 令和４年度は、小出小学校で実施。平成22年～

市内19校中12校で実施してきました。
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２．次期計画案作成の方針等について

6

次期計画案作成の背景、目的

国や県では、自転車活用推進計画を策定

国では、様々な分野の取組を総合的かつ計画的に進めることを目的とした「自
転車活用推進法」が平成29年に施行された。これを受け、神奈川県をはじめと
する神奈川県内の自治体において、自転車活用推進計画を随時策定している。

茅ヶ崎市は、自転車利用の多いまち

茅ヶ崎市の自転車利用割合は、神奈川県内の市町村の中で最も高く、市民に
とって生活の中で欠かすことのできない移動手段となっている。

自転車は、地域課題を解決するのに有効

自転車は、手軽に利用できる身近な移動手段であるとともに、サイクリングを
通じた健康づくりや余暇の充実等、人々の行動を広げ、地域とのふれあいや仲
間とのつながりを取り持つコミュニケーションツールでもある。
また、買い物などの日常的な利用に加え、災害後の公共交通網の乱れなど非常
時の移動手段としても利用する可能性がある。

このような背景を踏まえ、第３次ちがさき自転車プラン（自転車活用推進計画）を策定し、
自転車に関する各種関連計画及び施策を包括的かつ戦略的に展開する。

移動手段としての自転車利用にとどまら
ず、観光、健康づくり、環境、地域活性
化等、多様な視点から自転車利用を推進
し、茅ヶ崎市民が安全安心、快適に自転
車を利用できる環境づくりが求められる。
現行計画の策定から概ね10年が経過した
いま（計画期間満了）、社会情勢の変化
や上位計画の内容等を踏まえて再度内容
の検討を行う必要がある。

計画案の作成方針

次期計画は現行の計画をベースとし、より今の社会情勢にあったものにしていく。
茅ヶ崎市では、現在、地域公共交通計画を策定中であり、今年度末の公表を予定している。計画では 「過度なマイカー依存からの脱却」
を目指しており、自転車の活用を具体化したのが「ちがさき自転車プラン」である。計画の基本方針、計画目標、取り組むべき施策等の
検討にあたっては、自転車活用推進法に準拠するとともに、国や神奈川県の自転車活用推進計画等を含め、これらの上位計画等との整合
を図ることとする。
計画期間は、現行計画と同様に10年間とするが、上位計画である地域公共交通計画の計画期間（令和６年度～令和10年度）の満了時に合
わせ、５年後に見直し（中間評価）を行い、計画の方向性を再度確認する。
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２．次期計画案作成の方針等について

自転車の安全利用に向けた変化コロナ禍における自転車利用の変化太平洋岸自転車道のＮＣＲへの指定

神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関す

る条例

• 令和元年１０月１日より、自転車損害賠償責任

保険等の加入義務化されました。

道路交通法の改正

• 令和５年４月１日より、自転車乗車中のヘル

メット着用が努力義務化されました。

• 自転車利用者への調査では、新型コロナの流行

に伴い、運動不足の解消や満員電車などの密を

避けることなどを目的として、自転車に乗る機

会が増えています。

• 都内通勤者への調査では、自転車通勤者の４人

に１人が新型コロナ流行後に自転車通勤を開始

し、以前よりも自転車通勤への関心が高まって

いるとの結果が報告されています。

• 令和３年５月に、太平洋岸自転車道がナショナ

ルサイクルルート（NCR）に指定されました。

• 茅ヶ崎市における本ルートの沿線には、『柳島

スポーツ公園』が、ゲートウェイ及びサイクル

ステーションとして存在しています。

• 太平洋岸自転車道は、千葉県銚子市から神奈川

県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県の太平

洋岸を結ぶ自転車道のことで、神奈川県は国道

134号等が該当します。

(出典)太平洋岸自転車道HP (出典)コロナ禍における自転車利用の変化に関するアンケート調査（SBI 日本少額短期保険㈱） 7

・太平洋岸自転車道のＮＣＲへの指定 ・ウォーカブルなまちづくり
・神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（保険の加入等）
・道路交通法の改正（ヘルメット着用の努力義務、電動キックボード）
・コロナ禍における自転車利用の変化（新しい生活様式） ・柳島スポーツ公園、道の駅 等

主な社会情勢の変化



■次期計画案作成に係る方針等について

２．次期計画案作成の方針等について

自転車活用推進法の概要

• 平成29年度に自転車活用推進法を施行、平成30年度に同法に基づく自転車活用推進計画を策定した。この中で、市町村は、国の自転車活
用推進計画を勘案し、区域の実情に応じた自転車活用推進計画を定めるよう努めなければならない。

• 自転車は、二酸化炭素等を発生せず、災害時において機動的
• 自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果
• 交通体系における自転車による交通の役割の拡大
• 交通安全の確保

自転車の活用を総合的・計画的に推進

基本理念

国の自転車活用推進計画

• 平成29年５月に「自転車活用推進法」施行
• 平成30年６月に「自転車活用推進計画」策定
• 令和３年５月「第2次自転車活用推進計画」策定

目標１ 自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成
目標２ サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現
目標３ サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現
目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現

目標１ 自転車を快適に利用できる環境の整備
目標２ 自転車活用を通じた未病改善の推進
目標３ 観光・サイクルスポーツの振興による地域の活性化
目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現

神奈川県の自転車活用推進計画

• 国の計画を勘案し、本県の実情に応じた自転車の活用に
関する施策を総合的に進める指針として、令和２年に
「神奈川県自転車活用推進計画」を策定

• 令和３年５月に、国が計画を改定したことや、その後の
状況変化に的確に対応するため、県民の皆様からのご意
見を踏まえ、「神奈川県自転車活用推進計画」を改定
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■事後評価について
令和５年度第１回ちがさき自転車プラン推進委員会

令和５年９月１１日 資料２

目的

• プランの推進の目安となる指標に対する進捗状況や、プランに位置付けた主要な取組の実施状況等から、プランの進捗状況を検証する。
また、この検証結果や国の自転車施策の変化等を踏まえ、プランに位置付けた目安となる指標や取組内容について、見直しの必要性や課
題を整理する。

評価の方法

• 指標に対する評価【定量的な評価】と主要な取組に対する評価【定性的な評価】を行う。事後評価の実施フローは次の通りである。
【定量的な評価】
• プランでは、「総合指標」、「まちづくりの方向性ごとの指標」として目標値を設定している。事後評価に際しては、計画策定時に設定

した目標値に対する達成状況から、定量的な評価を行う。また、定量的な評価に加えて、次期計画における取組の方向性について整理す
る。

【定性的な評価】
• 主要な取組は個別に数値目標（指標）は設定しておらず、事業ごとにプラン策定後の短期（１～２年）、中期（３～５年）、長期（６～

10年）ごとのスケジュールを整理している。事後評価に際しては、事業ごとに中間評価後の５年間（令和元年度～令和５年度（予定を含
む））の取組実績、及び中間評価の結果を踏まえ、進捗状況を３段階で定性的に評価した上で、取組に関する評価、次期計画における取
組の方向性について整理する。

事後評価案の作成（市）

委員への諮問（委員の事後評価）

事後評価の審議（委員の事後評価のとりまとめ）

答申（事後評価について審議結果を答申）

図 「事後評価（答申）」のフロー図 プランの全体像と評価の関係

令和５年11月下旬

令和５年12月上旬

令和６年２月上旬

令和６年１月下旬

1



■事後評価について

事後評価シート（指標）（案） 評価については「○：目標値に対して100％以上達成」、「△：現状値と目標値の差
分の70％以上達成」、「×：現状値と目標値の差分の70％以上達成できていない」
の３段階で評価（※中間評価と同様）

備考
事後評価（R5年度）中間評価（H30年度）現状値

H25年度 評価実績値目標値評価実績値目標値

アンケー
トより

●●％50％△38％40％33％
「市内を自転車で移動する際の
満足度」を高める

総
合
指
標

アンケー
トより

●●％80％×38％60％29％
「原則車道を走行する（歩道は
例外）」を遵守している割合

①おもいやりの人づくり

ま
ち
づ
く
り
の
方
向
性
ご
と
の
指
標

●●人
約19,000

人○22,225人
約18,000

人
16,992人交通安全教室受講者数

●●件約250件○185件約280件313件
全交通人身事故のうち自転車事
故件数

②風を感じる空間づくり

●●km約30km×7.0km約15km1.5km法定外路面標示などの整備延長

アンケー
トより

●●％35％×25％30％22％
自転車の走りやすさに関する満
足度

アンケー
トより

●●％35％×27％30％22％
自転車が走行しやすい道路の整
備に関する満足度

③暮らしを楽しむ仕組みづくり

●●回以
上/年

2回以上/
年○2回以上

2回以上/
年

－
自転車の有効活用・利用促進施
策の取り組み回数

アンケー
トより

●●％20％×9％15％8％
「健康増進・体力づくり」での
利用割合

アンケー
トより

●●％35％×23％30％24％
「趣味・レジャー」での利用割
合
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■事後評価について

事後評価シート（主要な取り組み）（案）

○
○

○

△

△

△

△

△
△

○

○

○

△

○
○

△

△

○

△

中間
評価
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■事後評価について

事後評価シート（主要な取り組み）（案）

これまでの実績
（中間評価以降）

中間評価
H30年度

・

○
・

・

委員会記入市記入

評価※

・・

取組に関す
る評価

・・

次期計画に
おける取組
の方向性

令和元年度～令和５年度（予定を含
む）の取組実績を事業ごとに記載

左記、市の評価及び次期計画の取組の方
向性に対する委員会の意見を記載

※評価については、
「○：多くの事業がプランどおりに進んだも
の」
「△：多くの事業が一部プランどおりに進んだ
もの」
「×：多くの事業がプランどおりに進まなかっ
たもの」の３段階で評価（中間評価と同様）

※シートの項目であり、シートはA4縦にて作成する
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■アンケート調査の実施について
令和５年度第１回ちがさき自転車プラン推進委員会

令和５年９月１１日 資料３

目的

• 市民の自転車利用の実態や施策の進捗状況や要望、ニーズ等を把握するため、アンケート調査を実施し、現行計画における事後評価の検
証や次期プランの目指すべき計画目標や重要施策抽出の検討等に活用する。

調査の実施概要

• 住民基本台帳から無作為抽出する3,000人を調査対象とする。（調査対象者は15歳～84歳までの茅ヶ崎市民とし、回収率は45％を想定）
• 調査時期は、令和５年10月の一ヶ月間とする。（９月下旬もしくは10月上旬に発送予定）
• 調査方法は、調査票を郵送配布し、郵送回収またはオンライン回答の併用方式とする。（調査票の返送先は茅ヶ崎市役所）
• 別途、茅ヶ崎市への来訪者を対象としたオンラインモニター調査の実施を検討中

アンケート調査票

• 調査項目等は、過去（プラン策定時、中間評価時）との継続的な評価等を行うため、原則前回の調査票を基本とするが、社会情勢等の変
化を踏まえ、中間評価時からの主な変更点は下表の通りである。

• 各調査項目の設定意図や次期プランへの活用方針は次頁の通りである。また、アンケート調査票は別紙の通りである。

1

中間評価時からの変更点背景・社会情勢等設問

選択肢として、レンタサイクルとシェアサイクルを区別現行計画における取組結果として、コミュニティサイクル
（シェアサイクル）が導入された。問21・問26

選択肢から削除「他の公共交通への自転車の持ち込み」は、検討が進んでい
ない状況である。

問21・問26

選択肢として、
中間評価時の「子どもにヘルメットを着用させている」は経
年変化を把握するために残し、新たに「ヘルメットを着用し
ている」を追加

道路交通法の一部改正により、令和５年４月１日からすべて
の自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課さ
れることとなった。問22・問25

自転車を利用していない方への設問として、「自転車を利用
しない理由」を追加

次期計画では、自転車の利活用促進に資する施策の検討（自
転車を利用する条件等）も必要である。問24

中間評価時の選択肢として抜けがある項目を追加
・サイクリング環境の整備
・サイクルスポーツの推進
・自転車のIoT化の促進 等

平成30年８月に「地方版自転車活用推進計画」策定の手引き
（国土交通省）が公表された。
この中で、国の推進計画の目標達成に向けて検討が必要な施
策が明示されている。

問26

表 中間評価時からの主な変更点とその背景・社会情勢等



■アンケート調査の実施について

2

表 各調査項目の設定意図や次期プランへの活用方針



■策定スケジュール

【令和５年度の委員会における議題（第２回以降は想定）】
※１ 第１回（本日）：事後評価、次期計画案作成に係る方針について、アンケート調査の実施について
※２ 第２回（令和６年１月中旬ごろ）：事後評価（修正）案の確認について、次期計画案の確認について(骨子案)
※３ 第３回（令和６年２月下旬ごろ）：次期計画（修正）案の確認について

1

令和５年度第１回ちがさき自転車プラン推進委員会
令和５年９月１１日 資料４

※2 ※3
※1


